
三木市では、市民のみなさまの自主的・自立的な公益活動を支援し、活動団体の育成につなげることにより、市民と市との協働と参画のまちづくりを推進しています。そのために、「市民活動支援事業」として、多くの活動団体に助成金の交付を行っています。
　そこで、この「市民活動支援事業」に応募のあった活動申請について、公平な観点から審査していただける方を、下記により募集します。

　◆募集人数　　　２名

　◆委員の任期　　　委嘱日～令和１０年３月３１日
　◆会議開催回数　　　年１回
　◆応募資格　　　次の全ての要件を満たしている方
　　　　　　　　　　　　①１８歳以上の市内在住・在勤・在学者

　　　　　　　　　　　　②市民活動に関心をお持ちの方

　　　　　　　　　　　　③市で設置する他の審議会などの委員でない方

　　　　　　　　　　　　④市議会議員や市職員でない方

　◆応募方法　　　市民協働課・市民活動センター・市内各公民館備え付けの応募用紙に住所、氏名などの必要事項と応募の理由を記入し、市民協働課まで提出してください。

　◆応募期限　　　３月２７日（金）（平日の午前８時３０分から午後５時まで）
　◆選考方法　　　応募書類により選考し、結果は応募者本人に通知します。

　◆その他　　　委員報酬　有


市民活動支援審査委員申込書
	ふりがな
	
	性別
	男・女
無回答
	生年月日
	　　　　年　　月　　日

　　歳

	氏　　名
	
	
	
	
	

	住　　所
	〒　　　－　　　


	職　　業
	
	電話番号

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
	（　　　　）　　－　　　　


	応募の理由をお書きください。（別紙可。ただしＡ４一枚以内。文字数不問）

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


申込締切　３月２７日（金）
市民活動支援審査会の


審査委員を公募します





お申込み・問合せ先


市民生活部　市民協働課　市民交流係


〒673-0492　三木市上の丸町10－30


　　電話82－２０００（内線2497）








